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就労系サービスにおける利益供与等の禁止の強化について（再周知） 

 

 

日頃は、県内の障がい福祉施策の推進にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 指定障害福祉サービスの提供に伴う利益供与等の禁止については、「岐阜県指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」（平成２４年岐阜県条例第８５号。以下「条

例」という。）において定められているところですが、特に、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就

労継続支援Ｂ型の事業を運営する法人におかれましては、下記に掲げる規定等を参照のうえ、改めて、

その趣旨を確認いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 根拠規定 

  指定就労移行支援に係る条例第１６０条において準用する第３６条 

指定就労継続支援Ａ型に係る条例第１７２条において準用する第３６条 

指定就労継続支援Ｂ型に係る条例第１７５条において準用する第３６条 

 

２ 参考（いずれも県ＨＰに掲載） 

 （１） 集団指導（平成３０年３月２６日）配布資料 

「障害保健福祉関係主管課長会議資料等 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課／地域生

活支援推進室／障害児・発達障害者支援室（１／２冊）」５６頁（④利益供与等の禁止の強化） 

（２） 平成３０年４月３日付け障第４号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について 

２ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉 

サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成１８年１２月６日障発

第１２０６００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）  

◯ 就労移行支援関係 １４６頁（（７）利益供与等の禁止（基準第１８４条で準用する基

準第３８条）） 

◯ 就労継続支援Ａ型関係 １５７頁（（１０）準用（基準第１９７条）①） 

◯ 就労継続支援Ｂ型関係 １５８頁（（２）準用（基準第２０２条）①） 
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